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【６】 投資型クラウドファンディング

クラウドファンディングとは、起案されたプロジェクトを実現させ

るために資金を必要としている者（以下「資金需要者」といいます。）

がインターネットを通じて資金の提供をする支援者（以下「支援者」

といいます。）を広く募り、多数の支援者から少額の資金提供を受ける

仕組みです。

クラウドファンディングは、資金提供をする支援者に謝礼として何

を交付するかにより、購入型、投資型、寄付型等に区分されます。い

ずれの類型であっても、通常は資金需要者と支援者の間にクラウドフ

ァンディング事業者が入り、仲介をします。このうち投資型は、クラ

ウドファンディング事業者が支援者から小口の融資を集め、大口化し

た資金を事業者に融通する仕組みです。投資型は謝礼として何を受け

取るかにより更に区分され、資金需要者である会社の株式を受け取る

株式投資型、資金需要者への資金融通はクラウドファンディング事業

者が行い、支援者はクラウドファンディング事業者を営業者とする匿

名組合契約の出資持分を受け取るファンド型等に分けられます。

投資型クラウドファンディングの資金需要者及び支援者に相続が発

生した場合のポイントは、次のとおりです。

ＰＯＩＮＴ

１ 株式投資型の場合

株式投資型の場合、資金需要者は株式会社のため、相続が発生する

ことはありません。

一方、支援者が亡くなった場合には、支援者が有する株式が相続の

対象となります。非株券発行会社（振替制度利用会社を除きます。以
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【17】 オンラインサロン運営権

タレントなどのインフルエンサーだけでなく、多くの顧客を有する

個人事業主などがコミュニティSNSサイト（Facebookなど）を利用し

て、オンラインを利用した会員制のコミュニティ（オンラインサロン）

を主催する仕組みがあります。

オンラインサロンには、多くの会員が存在し、会員費として月額の

収入が発生する仕組みとなっています。また、オンラインサロン運営

に際し、オンラインサロンプラットフォームや決済代行サービスの利

用など様々な契約関係が生じていることも多いです。

そこで、主催者に相続が発生した場合、オンラインサロン運営を継

続するかどうか、またそれに関連して各種の契約関係の承継ないし整

理をどのように行っていくかを検討する必要があります。

ＰＯＩＮＴ

１ オンラインサロンの規約及び関連契約の確認

被相続人が立ち上げたオンラインサロンがオンラインサロンプラッ

トフォームを利用している場合において、オンラインサロン運営をそ

のまま承継するためには当該プラットフォームのアカウントを承継す

る必要があります。

また、被相続人がオンラインサロンの立ち上げを行った際に、当該

サロンの規約などを定めていることが一般的です。仮に、被相続人が

特定のオンラインサロンプラットフォームを利用している場合には、

当該プラットフォーム会社が提供している標準規約をそのまま利用し

ていることもあるので、プラットフォームアカウントを確認する際に、

併せて規約の有無、内容を確認してみてください。
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モデル文例

〇遺産分割協議書条項例（特許権を相続した場合）

第〇条 相続人Ａは、以下の特許権を取得する。

特 許 番 号 特許第〇〇〇〇号

出願年月日 〇〇〇〇

出 願 番 号 〇〇―〇〇

査定年月日 〇〇〇〇

請求項の数 〇

発明の名称 〇〇〇〇

登録年月日 〇〇〇〇

２ 相続人Ａは、特許庁長官に対し、本遺産分割の成立後遅滞なく、相

続人Ａが前項の特許権を承継した旨の移転登録申請書を提出するもの

とする。

4頁
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サロンプラットフォームや決済代行サービスなどを利用している場合

にはその解約手続を、会員との関係解消において、会費の精算等が必

要となるかについては、会費が当月末日の翌月払いかどうか、サロン

閉鎖時においても会費の精算を要するかなどについても、規約にどの

ような定めがあるかを事前に確認しておく必要があります。

ｍｅｍｏ

〇規 約

オンラインサロン運営者とオンラインサロンメンバーとの関係を規律

するものはオンラインサロンの規約となります。オンラインサロンの運

営を継続する場合であっても、活動を停止する場合であっても、運営者

たる地位を相続する者は、オンラインサロンの規約を十分理解の上、会

員との関係を構築してください。なお、オンラインサロンの規約につい

ては、オンラインサロンプラットフォーム会社と契約している場合には、

当該プラットフォーム会社の標準規約を採用しているケースが多いで

す。そこで、契約しているプラットフォーム会社に規約の提供等を求め、

どのような規約に基づき運営されているかをご確認ください。

また、オンラインサロン運営を継続し、サロン運営により売上等が発

生する場合には、税務申告等も必要となりますので、併せてご留意くだ

さい。
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【36】 特許権

特許権は、「発明」の権利を保護するものであり、スマートフォンで

使われているリチウム電池の発明等が例として挙げられています。

特許権は、設定登録を行っている間は特許料が発生する一方で（特

許107以下）、特許権者が第三者に当該特許権の利用許諾（実施権の設定）

（特許77以下）をして対価を収受している場合があります。そのため、

特許権の相続に当たっては、権利を維持する場合の費用のほか、第三

者への利用許諾の有無を含む当該特許権に係る権利関係を整理してそ

れぞれについて必要な対応を行うこととなります。

なお、相続時点において、既に特許権の存続期間が満了して特許権

自体が消滅している場合もあるため、存続期間についても慎重に確認

が必要です。

ＰＯＩＮＴ

１ 特許権の相続

特許権は、「発明」（＝自然法則を利用した技術的思想のうち高度の

もの）（特許２①）のうち、新規性、進歩性を有しているものについて、

所定の開示要件を満たした出願を特許庁に行うことで成立する権利で

（特許29・36）、特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有

します（特許68）。特許権の成立には、特許庁への出願による設定登録

が必要となりますが（特許66①）、設定登録前であっても、上記の発明を

行った者には、譲渡可能な、特許を受ける権利（出願権）が発生しま

す（特許33参照）。特許を受ける権利の内容は、文字どおり、当該発明に

関し出願によって特許権を取得することができる地位のほか、第三者
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【90】 キャンピングカー

新型コロナウイルス感染症の流行以降、人混みを避けて楽しめるレ

ジャーとしてキャンプを楽しむ人が増えています。個人で所有するケ

ースも増加していますが、キャンピングカーを利用している個人が亡

くなり相続が発生した場合、必ずしも被相続人がその所有者とは限ら

ないため、相続の対象となるかどうか、まずは当該キャンピングカー

の契約関係を確認することが必要です。

ＰＯＩＮＴ

１ 契約関係の確認

キャンピングカーは購入すると高額になることからリース契約の目

的とされ又は所有権留保が付されている場合があるため、まずは、被

相続人が利用していたキャンピングカーが相続の対象となるかどう

か、すなわち当該キャンピングカーの所有者が被相続人であるか、契

約書や車検証で契約関係を確認する必要があります。

２ キャンピングカーを相続する場合

(１) キャンピングカーがリース契約の目的とされていない場合や

所有権留保が付されていない場合

この場合は、所有権者は被相続人であり相続の対象となります。相

続による所有権の取得の対抗要件として、運輸支局において登録名義

変更手続を行う必要があります。登録名義変更手続について各運輸支

局のホームページに必要書類の一覧と共に記載されていますので確認

しましょう。

また、当該キャンピングカーが道路運送車両法に定める「特種用途

第９章 各種動産242
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